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第１６回北広島市子どもの権利条例検討委員会議事録 
 

  日時：平成１９年９月５日（水）１８：００～ 
  場所：芸術文化ホール活動室 
 
配布資料  ①起草小委員会報告資料 
      ②子ども小委員会報告資料 
 
議事録 
 
委員長： 
 第１５回目の検討委員会を始めます。前回の検討委員会で小委員会が決定し、それぞれ

の小委員会で話し合いをしていただき、現段階での報告をいただいております。まずは各

小委員会から内容について説明をしていただき、それに関する意見交換等をしたいと思い

ます。その後小委員会ごとに分かれて、話し合いをしていただき、更に前へ進もうという

スケジュールを考えています。それでは起草小委員会からお願いします。 
 
起草小委員会： 
 8 月 20 日に小委員会の会議をもちました。まず顔合わせ・若干の意見交換を行いました。

その後に条例の全体の「章立て」について検討しました。別紙に載せてありますが、前文

と第 1 章から第 8 章の構成で考えております。細かい条文についてはまだですが、大事な

ものを盛り込んでいくとこのような構成になりました。第１章は、総則ということで、条

例の目的とか、子どもの権利条例の基本的な理念について、第２章が子どもの権利～どの

ような権利があるのかについて、第３章が子どもの生活の場での権利、第４章が子どもの

参加、第５章が相談及び救済～子どもの権利が侵害された場合にどうするかについて、第

６章が市の施策、第７章が子どもの権利の保障状況の検証、第８章が雑則です。 
 次に条例の前文に盛り込みたい内容・キーワード・理念などを出し合いました。別紙に

載せてありますが、「子どもの権利条約」、「憲法」、「子どもは権利行使の主体者」、「子ども

はかけがいのない存在」、「未来」、「希望」、「子どもはパートナー」、「子どもは一人一人違

う」、「差別されない」、「自己肯定感」、「オアシスのように潤いのある社会」、「子どもたち

を健全なおとなに育てる大切な土壌」、「おとな・地域の教育力」、「子どもの権利の保障が、

自己実現と社会発展に寄与する」、「おとなは子どもが学ぶ機会を確保し、愛情をもって接

する」、「自分の権利―他者の権利の尊重」、「地球市民」、「平和(世界平和)」というキーワー

ドがあがりました。 
 議論の中で色々な意見が出たのですが、北広島市の子どもの権利条例は、みんなが読ん

で分かる条例を作ったほうがいいという意見が多くありました。例えば大人用と子ども用
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の二通りのパンフレットを作るなどの意見もありましたが、今後そういうことも含めて議

論していこうと思っています。また、子どもや周りにいる大人たちに、これから作る条例

の理念を理解していただくため、条例の PR が重要になってきます。たとえば啓発小委員会

との連携も必要だと思いますし、子どもの意見を聞く、子ども小委員会との連携も重要に

なると思います。 
 
委員長： 
 ありがとうございました。それでは次に子ども小委員会からお願いします。 
 
子ども小委員会： 
 ８月１２日に集まって、それぞれが意見を持ち寄る形で話し合いをしました。最初に目

的と取り組み方法についてですが、北広島の子ども達の意見を取り入れて、北広島市らし

い子どもの権利条例を作るというような目的をしっかり押さえながら子ども会議を設定し

ていきたいと思います。 
 ２．募集方法ですが、公募方式とし、広報１０月１５日号に掲載させていただきます。

また、各小・中・高校（北広、西高、日大、白樺）の児童生徒に担任を通してチラシを配

布していただきます。なお、配布の際には担任の先生から子どもたちに内容を説明してい

ただくようにお願いをします。あわせて北広島駅にポスターを掲示させてもらおうと考え

ております。募集期間はあまり長いのもどうかと思いますので１０月１５日から１０月３

１日まで約２週間と考えています。 
 ３．募集の要件ですが、小学校５年生以上満１８才以下で北広島市内に在住または、通

学・通勤している人とします。本来であれば子どもの条例であるので１８才未満というこ

とになると思うのですが、高校生については１８才になった生徒も多いので、１８才以下

ということにしました。 
 ４．募集人数についてですが、２０名程度（最低１５名前後）とします。しかし基本的

には制限を設けずに申込者は全員参加できる体制をとっていきたいです。 
 ５．「子ども会議」の進め方についてですが、１回目：自己紹介・子どもの権利条例につ

いて理解を深めるための学習会として①人権啓発のビデオを見る、②他自治体で発行して

いるパンフレットを読み合う。③専門家から子どもの権利についての話を聞く、などを考

えています。２回目は子どもの権利について大切だと思っていること、望んでいる事、今

困っている事などを出し合ってもらいます。検討委員会でのアンケート結果や自由記述欄

についてどんな考えをもっているのかについて話し合う場面をつくってもいいかなと思っ

ています。３回目については２回目であげられた内容について、どのように解決していけ

ばいいのかを話し合います。４回目は「子ども会議」として、条例素案に盛り込んでほし

いことなどをまとめて、子どもの小委員会から検討委員会に提案できればと考えています。

進行する人（コーディネータ）は検討委員以外で子どもの権利の専門家がよいと考えてい
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ますが、予算の関係もあるので今後検討していきたいと思います。もしリーダーシップを

とれる高校生で参加してくれる人が何人かいれば、その高校生を中心に進めていくという

ようなことも考えられると思います。 
 ６．日程については、第１回目の子ども会議を１１月１８日（日）の午前１０時から２

時間程度の時間で設けようと思っています。２回目以降につきましては参加者の意向を伺

いながら進めていきたいと思います。 
 
委員長： 
ありがとうございました。それでは次に啓発小委員会からお願いします。 
 
啓発小委員会： 
 ８月 29 日に啓発小委員会を行いました。広報・フォーラム・子どもイベントについて話

し合いました。広報については事務局にお願いしているのですが、９月中にアンケートの

調査結果から原稿を作成し、１１月１日号に掲載する予定です。 
 フォーラムにつきましては開催時期については条例素案の中間報告が出てから、内容に

ついては基調講演・数人による意見交換・質疑応答というような内容で進めて行きたいと

思っています。基調講演の講師につきましては、前回のフォーラムで候補にあがりました

が、日程が合わなかった弁護士の秀島ゆかりさんを考えています。パネリストの人選につ

きましては次回９月２６日に小委員会を予定していますので、それまでに検討していきた

いと考えています。 
 子どもイベントにつきましては、子ども小委員会からのお話がありましたが、子ども会

議の内容として、専門家のお話を聞きたいなどのお話がありましたので、子ども小委員会

と連携をとっていきたいと思います。 
 
委員長： 
 それでは全ての小委員会からの報告が終了しました。質問・意見などがありましたらど

うぞ。 
 
委員： 
 子ども会議についてですが、私たちも傍聴のような形で話を聞く事が可能なのでしょう

か？  
 
子ども小委員会： 
 現段階ではまだそこまで議論していないという状況です。 
 
委員： 
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 アンケートの調査結果を広報に掲載することについてですが、どういった所を重点的に、

どういった観点からまとめて掲載するのかを聞かせてほしいです。 
 
啓発小委員会事務局： 
 現段階では明確なものはありませんが、他自治体のものも参考にしながら、４つの部会・

市政モニターのアンケートをもとに、共通したアンケート項目など何点かに絞っていくよ

うな形になるのではと考えています。 
 
委員： 
 広報についてですが、他自治体のアンケート結果の中で、権利と義務ということがまだ

市民に分かってもらえていないということがでていました。「子どもに権利、権利と甘やか

すな」という意見もありますので、そうではないという内容のものを入れてほしいと思い

ました。 
 
委員： 
 「子どもイベント」について質問です。子ども小委員会では「子ども会議」というもの

を考えています。啓発小委員会で考えている「子どもイベント」というのは「子ども会議」

とは別に「子どもフォーラム」のようなものとして考えているのか、それとも「子ども会

議」イコール「子どもイベント」として考えているのか、どちらなのでしょうか？ 
 
啓発小委員会： 
 啓発小委員会が中心になって何かをするというよりは、子ども小委員会に合わせて、ど

のようにやっていくかという事を考えています。どこまで関わるのかについては、これか

らお互いで考えていくことだと思います。 
 
委員： 
 「子どもイベント」については、「子ども会議」とは別に「子どもフォーラム」のような

形でのイベントがあるのだと思っていたのですが。 
 
委員： 
フォーラムについては、開催する目的なども考える必要があると思います。 
 
啓発小委員会事務局： 
 啓発小委員会と子ども小委員会との関係については、子ども小委員会で、子どもに関す

るイベントを取り扱うので、予算をそちらの方で使っていただくという話になっておりま

す。もう一点、フォーラムについてですが、開催時期については、条例素案の形ができた
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段階で、パブリックコメント的な意味も持たせたいと思っています。フォーラムの中で色々

な意見がでる。その中で取り込める物があれば取り込んで最終的な条例素案に反映させて

いければと思っています。 
 
委員： 
 個人的な意見ですが、啓発小委員会の「子どもイベント」については、条例素案がある

程度固まってきて、それをみんなに広めるためのイベントだというイメージを持っていま

した。子ども小委員会は「子ども会議」で、子どもたちの生の意見・思いを条例素案に反

映させるという目的をもっていると思います。「子どもイベント」をどのような目的でやる

のかを確認する必要があるのではと感じました。 
 
副委員長： 
 啓発小委員会と子ども小委員会とで「子どもイベント」をどう考えていくのかというこ

とを明らかにしたほうがいいと思います。個人的には子どもの意見を沢山取り入れたほう

がいいと思います。アンケートで市内のたくさんの子どもから間接的にペーパーでの意見

は取り入れましたが、直接的なものも必要だという意見があり、「子ども会議」をつくるこ

とになりました。しかし「子ども会議」も２０名前後だとすれば、子どもの生の声という

のは２０名からしか聞くことができません。それであれば少ないのではないかな、という

のがわたしの考えです。そういったことも含めて、啓発小委員会と子ども小委員会の間で

話し合ってほしいと思います。 
 
委員長： 
 それでは、今議論があった内容も含めて、各小委員会に分かれて、話し合いをしていた

だきたいと思います。 
 
～（各小委員会の話し合い）～ 
 
起草小委員会： 
 起草小委員会では、今後条文を作成していく段階になります。先ほど説明した、全体の

「章立て（案）」に基づいて作業を進めていきたいのですが、みなさんの承認をいただけれ

ばと思います。 
 
委員長： 
 どうでしょうか。 
 
～（承認）～ 
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委員長：それでは、本日の委員会を終了します。 


